
 
広島市こども療育センター 

広島市北部こども療育センター 

広島市西部こども療育センター 

 

施設支援とは、子どもの所属している幼稚園・保育園・認定こども園などからの依頼

に基づき、訪問スタッフが園へ訪問して対象児の観察を行います。観察に基づいて、子

どもの状況を把握し、園の先生方のお話を聞きながら、支援についてお話をさせていた

だきます。 

 

１ エリアについて 

  

園の所在地のある管轄の療育センターが担当します。 

 

＜エリア区分＞ ※安佐南区のみ区分け 

中区・東区・南区・安芸区・安佐南区祇園地区 

（東原、西原、祇園、長束、長束西、長束町、山本、山本町、山本新町） 

こども療育センター 

（地域支援室） 

082－263-0683 

安佐北区 ・ 安佐南区 

（祇園地区、沼田地区以外） 

北部こども療育センター 

082－814-5801 

西区 ・ 佐伯区 ・ 安佐南区沼田地区 

（伴東、伴東町、伴南、伴中央、伴北、伴北町、大塚東、大塚東町、 

大塚西、大塚西町、沼田町） 

西部こども療育センター 

082－943-6831 

 

 

２ 施設支援 当日の流れ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

※施設支援は園への支援です。訪問スタッフが直接保護者と懇談をすることはありません。 

ミーティングへの保護者の同席もお断りしています。また、後日、保護者からセンターへ 

問い合わせをしていただいても対応できませんのでご了承ください。 

 

 

 



 

３ 施設支援ご依頼の流れ 

 

 

 

・施設支援について保護者に了承を得てください。 

・その際、訪問スタッフから保護者への報告はないことも 

併せてお伝えください。 

 

 

 

・担当の療育センターの施設支援担当窓口へ電話をしてくだ 

さい。エリアは対象児の居住区ではなく、園の所在地です。 

（管轄のエリアについては表面を参照ください。） 

・対象児の園での様子、具体的な相談内容、療育センターの 

受診歴の有無等をお尋ねします。 

・都合の悪い訪問日がありましたらお知らせください。 

 

 

 

・後日、担当窓口より訪問日についてご連絡をいたします。 

・支援依頼の多い時期によっては、1～３か月程度お待ち 

いただく場合があります。 

 

 

 

・指定の施設支援調査票に記入してください。なるべく訪問日  

に近い対象児の情報をお願いします。 

・施設支援調査票は、訪問日の 1～２週間前に到着するように 

 郵送、もしくは持参してください。 

（個人情報漏洩予防のため、Fax での送付はお断りします） 

 

 

                ・当日、１～２名のスタッフが訪問します。 

                ・駐車場の利用が難しい場合は、事前にお知らせください。 

・対象児が欠席や遅刻をする場合は、園からセンターへ連絡 

をお願いします。 

 

 

 

②療育センターへ依頼 

①保護者の了承 

⑤施設支援実施 

④施設支援調査票の記入・

送付 

③訪問日の決定 


